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告 　 示
福井県告示第６６号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項の規定において準用する
同法第５４条第３項の規定により、坂井市（坂井地区）から令和７年１月１４日に換地処
分をした旨の届出があったので、同法第９６条の４第１項の規定において準用する同法第
５４条第４項の規定により公告する。
　　令和７年２月１８日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　 　
福井県告示第６７号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項の規定において準用する
同法第５４条第３項の規定により、おおい町（名田庄口坂本地区）から令和７年２月４日
に換地処分をした旨の届出があったので、同法第９６条の４第１項の規定において準用す
る同法第５４条第４項の規定により公告する。
　　令和７年２月１８日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　 　
福井県告示第６８号
　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する道路の位置
を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条の規定に
より、次のとおり公告する。
　　令和７年２月１８日
　　　　　　福井県嶺南振興局長　児玉　康英
１　申請者の住所ならびに名称および代表者の氏名
　　東京都中央区日本橋人形町２－２５－１５
　　株式会社ディーエス産業
　　代表取締役　丸杉十四三
２　道路位置の指定表示
道路の指定を受
けた位置
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　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年２月１８日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る物品の名称および数量
　　セントラルモニタおよびベッドサイドモニタ　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
３　落札者を決定した日
　　令和７年１月２３日
４　落札者の名称および住所
　　株式会社ミタス
　　福井県福井市問屋町４丁目９０１番地
５　落札金額
　　５８，３００，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和６年１２月１０日
　 　
　九頭竜川左岸用水土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条
第１７項の規定により、次の者が令和６年１１月２８日に役員を退任した旨の届出があっ
たので、同条第１８項の規定により公告する｡
　　令和７年２月１８日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　　名　　　住　　　所　
監　事　木原　俊悟　坂井市三国町黒目18-22-1
　 　
　春江町土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の
規定により、次の者が令和７年１月１０日に役員を退任した旨の届出があったので、同条
第１８項の規定により公告する。
　　令和７年２月１８日

　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　名　　　　住　　　所
理　事　野坂　康雄　坂井市春江町上小森21-18

公 　 告
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